
昭

和

二

十

九

年

二

月

二

十

三

日

受

領 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
質
問
の 

七
）

答

弁

第

七

号 

    

衆
議
院
議
員
井
堀
繁
雄
君
提
出
生
活
保
護
法
に
よ
る
扶
助
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
第
七
号 

昭
和
二
十
九
年
二
月
二
十
三
日 

衆

議

院

議

長 

堤 
 

康 
次 

郞 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

吉 

田 
 

茂 

一 

 



一 

現
行
生
活
保
護
法
に
よ
る
保
護
の
基
準
に
は
厚
生
大
臣
の
定
め
る
一
般
基
準
と
特
別
基
準
と
の
二
種
類
が
あ
る
。
特
別

基
準
と
は
個
々
の
必
要
に
応
じ
て
、
個
々
に
設
定
さ
れ
る
基
準
で
あ
る
。 

（
二
）
そ
の
他
の
扶
助 

（
一
）
六
大
都
市
に
お
け
る
標
準
五
人
世
帯(

六
十
三
歳
の
男
、
三
十
三
歳
の
女
、
八
歳
の
男
、
五
歳
の
女
、
〇
歳
の
男)

の
一
般
基
準
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 

（
小
学
三
年
） 

 

三 

学

 
(

)
 

三 

教 

育 

扶 

助 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

百
八
十
六
円 

一 

生 

活 

扶 

助 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

八
千
二
百
三
十
三
円 

二 

住 

宅 

扶 

助 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
百
円 

 

衆
議
院
議
員
井
堀
繁
雄
君
提
出
生
活
保
護
法
に
よ
る
扶
助
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

計 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

九
千
五
百
十
九
円 

 

校
給
食
費
、
通
学
交
通

 

費
は
実
費
の
額
を
加
算



（
三
）
六
大
都
市
に
お
け
る
一
般
基
準
の
三
例 

四 

葬 

祭 

扶 

助 
 

 
 

一
件
（
大
人
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
千
円
以
内 

三 

生 

業 

扶 

助 
 

 
 

一
件 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
千
円
以
内 

一 

一
人
世
帯
（
十
四
―
二
十
五
歳
男
）
の
場
合 

一 

医 

療 

扶 

助 
二 

出 

産 

扶 

助 
 

 
 

一
件 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
六
百
円
以
内 

5 

移
送
の
た
め
の
費
用 

4 

看
護
の
た
め
の
費
用 

3 

施
行
の
た
め
の
費
用 

2 

薬
剤
又
は
治
療
材
料
購
入
費
（
金
銭
給
付
の
場
合
に
限
る
。
） 

1 
指
定
医
療
機
関
に
お
い
て
診
療
を
受
け
る
場
合
の
費
用 

衛
生
材
料
購
入
に
要
す
る 

(
)
 

費
用
を
加
算 四 

 



五 

学

 
(

)
 

三 

五
人
世
帯
（
四
十
歳
の
男
、
三
十
五
歳
の
女
、
十
三
歳
の
男
、
九
歳
の
女
、
五
歳
の
男
） 

二 

五
人
世
帯
（
六
十
三
歳
の
男
、
三
十
三
歳
の
女
、
八
歳
の
男
、
五
歳
の
女
、
一
歳
の
男
） 

教 

育 

扶 

助 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

百
八
十
六
円 

生 

活 

扶 

助 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
万
五
円 

生 

活 

扶 

助 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

八
千
二
百
三
十
三
円 

住 

宅 

扶 

助 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
百
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
千
百
六
十
五
円
（
第
一
類
） 

 

六
百
六
十
円
（
第
二
類
） 

 
住 
宅 

扶 

助 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五
百
四
十
円 

計 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
千
三
百
六
十
五
円 

（
小
学
三
年
） 

生 

活 

扶 

助

校
給
食
費
、
通
学
交
通

費
は
実
費
の
額
を
加
算 

計 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

九
千
五
百
十
九
円 

  

 



三 

現
行
生
活
保
護
法
に
よ
る
扶
助
の
最
高
額
は
個
々
の
世
帯
に
よ
つ
て
異
な
り
、
一
概
に
回
答
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

扶
助
支
給
額
は
基
準
総
額
よ
り
収
入
等
を
差
し
引
い
た
額
と
な
る
の
で
、
標
準
五
人
世
帯(

六
大
都
市)

に
お
い
て
は
、
生

活
扶
助
、
住
宅
扶
助
、
教
育
扶
助
の
支
給
総
額
は
、
九
千
五
百
十
九
円
と
な
り
、
こ
れ
に
必
要
に
応
じ
、
医
療
扶
助
等
そ
の 

二 

現
行
生
活
保
護
法
に
よ
り
受
け
得
る
扶
助
の
最
高
額
は
要
保
護
者
の
年
齢
別
、
性
別
、
世
帯
構
成
別
、
所
在
地
域
別
等 

 

に
よ
つ
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
。
標
準
五
人
世
帯(

六
大
都
市)

に
お
け
る
生
活
扶
助
、
住
宅
扶
助
、
教
育
扶
助
は
、
一
の

（一） 

に
示
す
と
お
り
、
九
千
五
百
十
九
円
で
あ
り
、
こ
れ
に
必
要
に
応
じ
、
一
の

（二）
に
示
す
と
お
り
、
医
療
扶
助
等
そ
の
他
の 

扶
助
を
合
算
し
た
額
が
受
け
得
る
扶
助
の
最
高
額
で
あ
る
。 

教 
育 

扶 

助 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

百
九
十
八
円 

（
小
学
四
年
） 

住 

宅 

扶 

助 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
百
円 

 

計 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
万
千
三
百
三
円 

学

通 
(

)
 

校
給
食
費
、
通
学
交

費
は
実
費
の
額
を
加
算 

六 

 



 

七 

他
の
扶
助
を
合
算
し
た
金
額
が
最
高
扶
助
支
給
額
と
な
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




